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1 総 則

 土 木 工 事 施 工 管 理 基 準 は ，鹿 児 島 県 土 木 部 制 定 土 木 工 事 共 通 仕 様 書

に 規 定 す る 土 木 工 事 の 施 工 管 理 の 基 準 を 定 め た も の で あ る 。  

(1) 目  的  

 こ の 基 準 は ， 土 木 工 事 の 施 工 に つ い て ， 契 約 図 書 に 定 め ら れ た 工

期 ，工 事 目 的 物 の 出 来 形 及 び 品 質 規 格 の 確 保 を 図 る こ と を 目 的 と す

る 。  

(2) 適  用  

 こ の 基 準 は ，鹿 児 島 県 土 木 部 が 発 注 す る 土 木 工 事 に つ い て 適 用 す

る 。 た だ し ， 設 計 図 書 に 明 示 さ れ て い な い 仮 設 構 造 物 等 は 除 く も の

と す る 。 ま た ， 工 事 の 種 類 ， 規 模 ， 施 工 条 件 等 に よ り ， こ の 基 準 に

よ り が た い 場 合 は ，監 督 職 員 の 承 諾 を 得 て 他 の 方 法 に よ る こ と が で

き る 。  

 な お ，港 湾 漁 港 工 事 に つ い て は 港 湾 漁 港 編 に よ り 管 理 す る も の と

し ， こ れ に な い 項 目 は ， 一 般 土 木 編 を 準 用 す る 。  

(3) 構  成  

  土 木 工 事 施 工 管 理 基 準 は 下 記 の 構 成 に よ る 。  

(4) 管 理 の 実 施  

(ｱ) 受 注 者 は ， 工 事 施 工 前 に ， 施 工 管 理 計 画 及 び 施 工 管 理 担 当 者 を

定 め な け れ ば な ら な い 。  

 (ｲ ) 施 工 管 理 担 当 者 は ， 当 該 工 事 の 施 工 内 容 を 把 握 し ， 適 切 な 施 工

管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 (ｳ ) 受 注 者 は ， 測 定 （ 試 験 ） 等 を 工 事 の 施 工 と 並 行 し て ， 管 理 の 目

的 が 達 せ ら れ る よ う 速 や か に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

 (ｴ ) 受 注 者 は ， 測 定 （ 試 験 ） 等 の 結 果 を そ の 都 度 逐 次 管 理 図 表 等 に

記 録 し ，適 切 な 管 理 の も と に 保 管 し ，監 督 職 員 の 要 請 に 対 し 速

や か に 提 示 す る と と も に ， 検 査 時 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 (ｵ ) 受 注 者 は ， 測 定 （ 試 験 ） 値 が 偏 向 す る 場 合 ， バ ラ ツ キ が 大 き い

場 合 又 は 規 格 値 の 範 囲 を 外 れ る 場 合 は ，そ の 原 因 を 追 求 し 監 督
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職 員 と 協 議 の 上 ，手 直 し ，補 強 ，や り 直 し 等 の 処 理 を 行 わ な け

れ ば な ら な い 。  

 (ｶ ) 受 注 者 は ， 管 理 内 容 等 に 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 速 や か に 監 督 職 員

と 協 議 し ， こ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

(5) 管 理 項 目 及 び 方 法  

 (ｱ ) 工 程 管 理  

   受 注 者 は ， 工 程 管 理 を 工 事 内 容 に 応 じ た 方 式 （ ネ ッ ト ワ ー ク

(PER T)又 は バ ー チ ャ ー ト 方 式 な ど ）に よ り 作 成 し た 実 施 工 程 表 に

よ り 行 う 。た だ し ，応 急 処 理 又 は 維 持 工 事 等 の 当 初 工 事 計 画 が 困

難 な 工 事 内 容 に つ い て は ， 省 略 で き る 。  

 (ｲ ) 品 質 管 理  

受 注 者 は ， 品 質 を 品 質 管 理 に 定 め る 試 験 項 目 ， 試 験 方 法 及 び 試

験 基 準 に よ り 管 理 す る も の と す る 。  

こ の 品 質 管 理 の 適 用 は ， 試 験 区 分 で 「 必 須 」 と な っ て い る 試 験

項 目 は ， 全 面 的 に 実 施 す る も の と す る 。  

ま た ， 試 験 区 分 で 「 そ の 他 」 と な っ て い る 試 験 項 目 は ， 特 記 仕

様 書 又 は 監 督 職 員 の 指 示 が あ る 場 合 に 実 施 す る も の と す る 。  

 (ｳ ) 出 来 形 管 理  

・ 工 事 の 種 別 ， 規 模 を 問 わ ず 全 面 的 に 実 施 す る 。  

・ 出 来 形 管 理 は ， 設 計 値 と 実 測 値 と を 対 比 し て 記 録 し た 出 来 形 管

理 図 表 又 は 出 来 形 管 理 図 を 作 成 し ， 出 来 形 管 理 基 準 に 基 づ き 管

理 す る 。  

・ 測 定 基 準 に お い て 測 定 箇 所 数 「 ○ ○ に つ き １ ヶ 所 」 と な っ て い

る 項 目 に つ い て は ， 小 数 点 以 下 を 切 り 上 げ た 箇 所 数 測 定 す る も

の と す る 。  

 (ｴ ) 写 真 管 理  

・ 写 真 管 理 は ， 工 事 の 完 成 後 で は 明 視 で き な い 箇 所 の 施 工 状 況 ，

出 来 形 寸 法 ， 工 事 着 手 前 の 状 況 ， 材 料 検 収 ， 品 質 確 認 ， 安 全 管

理 状 況 及 び 工 事 中 の 災 害 状 況 等 を 写 真 管 理 基 準 及 び 設 計 図 書 に

基 づ い て 行 う も の と し ， 工 事 の 種 別 ， 規 模 を 問 わ ず 全 面 的 に 実

施 す る 。  

(6) 測 定 基 準  

 測 定 （ 試 験 ・ 検 査 ・ 計 測 ） 基 準 は 管 理 箇 所 及 び 頻 度 を 示 し た も の

で ， こ れ に よ り が た い 場 合 は 設 計 図 書 に よ る 。  

(7) 規 格 値  

 (ｱ ) 規 格 値 と は ， 設 計 仕 様 の 数 値 と 出 来 上 が り 数 値 と の 差 の 許 容 限

界 を い う 。  

 (ｲ ) 受 注 者 は ， 出 来 形 管 理 基 準 及 び 品 質 管 理 基 準 に よ り 測 定 し た 各

実 測（ 試 験 ・ 検 査 ・ 計 測 ）値 に つ い て ，す べ て 規 格 値 を 満 足 し

な け れ ば な ら な い 。  



Ⅰ－3 

 (ｳ ) 出 来 高 に 関 係 の あ る 個 々 の 測 定 値 の 平 均 値 は ， 設 計 図 書 等 の 数

値 を 下 回 っ て は な ら な い 。  

 (ｴ ) 規 格 値 の 明 示 が な い も の に つ い て は ， 設 計 図 書 及 び 監 督 職 員 の

指 示 に よ る 。  

(8)資 料 の 提 出  

資 料 の 提 出 は ， 鹿 児 島 県 電 子 納 品 ガ イ ド ラ イ ン （ 案 ） に よ る も の

と す る 。  

 成 果 品 を 紙 で 提 出 す る 場 合 は ，監 督 職 員 と 協 議 の 上 ，原 則 １ 部 提

出 す る も の と す る 。  

 監 督 職 員 が 指 示 す る 資 料 に つ い て は ，指 示 す る 時 期 に 指 示 す る 部

数 を 提 出 す る 。  


